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安
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平
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
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ア
イ
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民
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し
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に
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に
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し
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
民
族
と
し
て
の
権
利
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
先
住
民
族
」
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
権
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
三
第
七
号
。
以
下
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
で
述
べ
た
と
お
り
、
国
際
的
に
確

立
し
た
定
義
が
な
く
、
お
尋
ね
の
「
先
住
民
族
が
享
有
す
る
権
利
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、

結
論
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
は
な
い
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
答
弁
書
の
�
に
つ
い
て
並
び
に
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
「
先

住
民
族
」
で
あ
る
か
、
ま
た
、
「
先
住
民
族
」
の
権
利
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
結
論
を
下

す
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
お
尋
ね
の
「
対
応
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。


